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有 価 証 券 報 告 書

１ 本書は金融商品取引法第24条第１項に基づく有価証券報告書を、同

法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用

し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものでありま

す。

２ 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された

監査報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告

書・確認書を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期

決算年月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月

売上高 （千円） 12,567,067 13,135,498 12,223,188 11,988,459 12,802,805

経常利益 （千円） 1,162,810 1,330,410 1,183,671 903,816 1,038,944

当期純利益 （千円） 663,311 833,506 807,326 610,503 651,286

持分法を適用した場合の
投資利益

（千円） － － － － －

資本金 （千円） 526,584 526,584 526,584 526,584 526,584

発行済株式総数 （株） 13,865,992 13,865,992 13,865,992 13,865,992 13,865,992

純資産額 （千円） 4,806,390 5,451,162 6,033,982 6,427,889 6,836,250

総資産額 （千円） 8,340,598 8,914,912 9,237,677 9,852,415 10,422,545

１株当たり純資産額 （円） 396.17 449.31 497.35 529.82 563.48

１株当たり配当額
（円）

15.00 20.00 20.00 20.00 25.00

（うち１株当たり
中間配当額）

（－） (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 54.67 68.70 66.54 50.32 53.68

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 57.6 61.1 65.3 65.2 65.6

自己資本利益率 （％） 14.6 16.3 14.1 9.8 9.8

株価収益率 （倍） 11.3 9.1 10.1 16.6 17.3

配当性向 （％） 27.4 29.1 30.1 39.7 46.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 980,481 1,015,200 586,221 587,506 914,831

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △109,498 88,755 △12,724 △11,150 5,302

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △154,585 △184,656 △245,165 △244,198 △241,312

現金及び現金同等物の
期末残高

（千円） 5,231,157 6,150,456 6,478,787 6,810,945 7,489,767

従業員数 （名） 537 524 535 538 534

株主総利回り （％） 158.8 165.1 183.4 228.1 258.8
（比較指標：配当込みTOPIX） （％） (130.7) (116.5) (133.7) (154.9) (147.1)

最高株価 （円）
730

(1,329)
812 710 888 970

最低株価 （円）
560

(765)
524 520 617 814
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(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
４ 2014年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第44期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
５ 最高株価及び最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、2015年３月期の株価に

ついては株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内
に記載しております。

２ 【沿革】

当社は、1971年６月に東邦生命保険相互会社の10％出資関連会社、株式会社東邦計算センターとして設立され、ホ

ストコンピュータの運用管理及びデータエントリー、ソフトウェア開発等の業務を開始しました。

その後、外部金融機関からのソフトウェア開発業務の受託を主体とした営業を行ってまいりましたが、1999年６月

に東邦生命保険相互会社が経営破綻したことから、同社からの出資関係は解消され、現在は独立系ＩＴ企業として営

業を行っております。

1971年６月 株式会社東邦計算センターとして中央区銀座に設立

1975年４月 本社を渋谷区渋谷へ移転

1986年３月 本社を豊島区高田へ移転

1989年４月 社名を株式会社東邦システムサイエンスに変更

1998年９月 本社を文京区本駒込へ移転

1999年10月 株式会社ティエスエス・データ・サービスを設立

2001年12月 日本証券業協会に株式を店頭登録（現 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ）

2004年２月 ＩＳＯ９００１の認証を取得

2004年４月 株式会社中野ソフトウェア・エースと資本業務提携

2005年２月 本社を文京区小石川へ移転

2005年４月 株式会社中野ソフトウェア・エースと合併

2005年12月 株式会社テムスの営業全部譲受

2007年１月 プライバシーマーク取得

2007年３月 東京証券取引所市場第二部に上場

2009年４月 株式会社インステクノの全株式取得（子会社化）

2011年４月 株式会社インステクノ及び株式会社ティエスエス・データ・サービスと合併

2014年３月 東京証券取引所市場第一部に指定

2016年６月 ＩＳＯ２７００１の認証を取得
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３ 【事業の内容】

当社は、ソフトウェア開発、コンピュータ運用管理等を主な内容とする事業を行っております。

当社の事業内容及び当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分でありま

す。

区分 事業の内容

ソフトウェア開発
保険・証券・銀行など金融系ユーザ及び通信業向けを中心としたソフトウェア開発
業務を行っております。

情報システムサービス等 ユーザのコンピュータの運用管理業務等を行っております。

事業の系統図は、次のとおりであります。

　

　

４ 【関係会社の状況】

名称 住所 資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
（又は被所有）

割合(％)
関係内容

(その他の関係会社)

株式会社光通信 東京都豊島区 54,259
携帯電話加入

手続に関する

代理店業務等

21.0 ―

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2019年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

534 38.9 13.9 5,811,469

セグメントの名称 従業員数(名)

ソフトウェア開発 477

情報システムサービス等 21

共通 36

合計 534

(注) １ 従業員数は、契約社員（22名）を含んでおります。

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３ 共通として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属してる人員でありま

す。

(2) 労働組合の状況

当社の労働組合は、東邦システムサイエンス労働組合と称し、2019年３月31日現在の組合員数は421名であり、

労使関係は安定しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。

(1) 会社の経営の基本方針

当社は、お客様に信頼され満足していただく、というお客様第一主義を設立当初から経営理念としてまいりまし

た。

また、生命保険会社の関連会社として発足した経緯から、保険・証券・銀行などの金融系業務のお客様を主たる顧

客基盤としてサービスを提供しており、お客様から高い評価と厚い信頼をいただいております。

今後も金融系業務を中核とした経営を行い、情報技術の進展・変化の方向性を的確に捉え、組織的対応力の強化、

人材の育成を図っていくことでお客様の経営革新を実現するソリューションを提供し、信頼や満足を得ることが、当

社の中長期的な安定成長をもたらし、株主の皆様の付託に応えることに繋がると考えております。

(2) 目標とする経営指標

当社は、経営基盤の充実を図りながら経営規模を拡大し、企業価値を向上していくことを経営の目標としておりま

す。

経営指標としましては、売上高総利益率20％、売上高営業利益率10％、ＲＯＥ15％を目指してまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、2019年度を初年度とする４ヵ年の中期事業計画を策定し、「お客様が求める価値を共に創造し実現する企

業」を会社ビジョンとして、①トラディッショナルＩＴビジネス、②デジタルＩＴビジネス、③クリエイトＩＴビジ

ネス、④経営基盤の強化の４本の柱を重点戦略として取り組んでまいります。

① トラディショナルＩＴビジネス

当社の強みである金融系システムにおける構築・保守業務を中心としたシステム開発事業領域の拡大及び新規

顧客の開拓に注力してまいります。

② デジタルＩＴビジネス

デジタル技術のノウハウ取得と蓄積によるデジタルビジネス領域への進出、拡大を図り、各企業が推進するデ

ータ活用ビジネスのニーズへの対応やテクニカルベンダーとの技術提供等による受注拡大に注力してまいりま

す。

③ クリエイトＩＴビジネス

研究開発費を投じた自社開発型のサービス提供型ビジネスのほか、業務提携、Ｍ＆Ａ等も視野に入れたサービ

ス提供型ビジネスの構築を目指してまいります。

④ 経営基盤の強化

社員一人ひとりが自律的に能力向上とキャリア形成を実現し、「個人の成長」が「組織の成長」に連動するよ

う、人材育成の充実を図ってまいります。また、働き方改革を単なる長時間労働是正にとどめず、「生産性及び

社員の働きがいの向上」の両面を実現してまいります。

ガバナンス及びコンプライアンスについては、体制の強化を図り、会社の持続的成長を支える組織基盤を整

備・強化してまいります。

(4) 会社の対処すべき課題

国内企業におけるＩＴ投資は、安定的に増加傾向にあり、近年はＩｏＴやＡＩなどを活用した、競争優位性の高

い新サービスやビジネスモデルの実現のためには必要不可欠となっております。

このような状況下、人が最大の資産である当社においては、高い技術力と顧客要求を的確に実現できる業務理解

能力が強く求められ、これらの要求に高いレベルで応えられる人材を確保、育成していくことが当社の事業拡大に

おける最重要課題と認識し、鋭意取り組んでまいります。

① デジタルビジネス領域への展開

各企業は成長力、競争力強化のためにデータの利活用をベースとした新たなビジネスモデルの創出へと変革す

る必要に迫られております。また、先端技術の活用により既存の業務サービスが大きく変化するとともに、新た

なサービス、新商品の開発が加速していくことが予想されます。このようななか、当社は拡大するデータ活用ビ

ジネスのニーズに的確に対応し、かつ先端技術の習得を図ることで、当社の中心的なビジネス領域である金融Ｉ

Ｔ市場の変革に積極的に対処してまいります。
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② サービス提供型事業への展開

既存の受託開発は逓減傾向にあり、かつソフトウェアは「作る」から「使う」へとサービスシフトが加速して

おります。また、技術者のリソース不足は今後も継続し、人材の確保は非常に厳しい状況となっております。そ

こで当社は長期的な事業成長を図るために、労働集約型の受託開発に代表されるような人月ビジネス以外のモデ

ルを構築する必要があり、今後、新たなサービス提供型ビジネスの創出に注力してまいります。

③ 人材の育成

金融系分野におけるシステム開発において、オープン化・クラウド化の進展等により、システム開発技術は多

様化、複雑化、高度化しております。一方、顧客業務を十分に理解し、要求内容を的確にシステムとして展開で

きる業務知識が重要になっております。これら「システム技術力」と「業務知識」に加え、事業拡大に伴うパー

トナー技術者の増加に対応したプロジェクトの管理・運営を円滑に遂行していくための「プロジェクトマネジメ

ント力」の強化が一層重要になると認識しております。また、近年ＡＩ、ＩｏＴ、ＢｉｇＤａｔａ、ブロックチ

ェーン技術及びＲＰＡ等の技術習得が必須となっており、これらの「先端技術力」習得に加え、人月ビジネス以

外の新しい事業を創出するための「事業開発力」を磨いてまいります。

④ 仕損リスクの回避

請負契約のシステム開発プロジェクトにおいては、仕様変更や機能追加などに起因する想定外の作業により原

価超過の発生が懸念されます。その防止のため、プロジェクト革新室を中心として、プロジェクトの状況及び問

題点の「見える化」を推進してまいります。商談段階における案件内容とそのリスクの把握及び受注可否判断、

プロジェクト運営段階での状況把握による早期対策の要否、顧客に対する契約改定の申し入れなど、内容と規模

によっては経営判断を含めた仕損防止体制を強化してまいります。

⑤ パートナー会社との関係強化と要員確保の柔軟性の実現

事業規模拡大に向けては、顧客からのより多くの要求に適切に応えるため、社内技術者の強化とともに高いス

キルを保有するパートナー技術者の確保が必須となっております。業界の受注競争が激化するなか、確実に顧客

の要求に応え、高品質のシステムを提供していくためには、より一層適切なパートナー選定が不可欠となりま

す。パートナー会社の選定につきましては、長期継続的な要員計画により、双方にとって価値のある関係を構築

してまいります。また、ＩＴスキル、あるいは業務アプリケーション構築力などパートナー会社の保有する技術

力の特性を見極め、最適の体制構築を実現し競争力を高めてまいります。

開発費用の削減、あるいは一時的な多数の要員確保の要求に対しては、中国を中心としたオフショア会社及び

地方のニアショア会社の活用も引き続き推進してまいります。

⑥ プロジェクトマネジメントの強化・徹底

プロジェクトの円滑で健全な推進については、担当マネージャのスキル強化を図るとともに、引き続き、ＰＭ

Ｏの活動を強化、推進してまいります。受託ソフト開発における顧客要求事項は費用のみならず納期、品質につ

いてもより厳格となってきており、案件受注に対する情報サービス業界内の競争が激化しております。監視すべ

きプロジェクトを選定し、適切なタイミングで適切な指摘と対策を実施することで顧客の信頼を獲得し継続的な

受注を実現し、安定的な事業推進に寄与できるものと考えております。

⑦ 顧客ＲＭ（リレーションシップ・マネジメント）の向上

情報サービス業界内の競争が一層激化するなか、従来以上に継続的に顧客とのリレーションを実施することは、

要求事項の迅速な把握、最適な提案の実施、高品質のシステム提供の実現において不可欠であります。顧客リレ

ーション強化に向け、顧客重視をより鮮明にし、顧客満足度向上を目指し開発部門と営業部門が一体となった運

営を推進してまいります。

⑧ コンプライアンス、セキュリティ対応の徹底

個人情報の保護やセキュリティの強化につきましては、継続して各種基準、ルール、手順の見直し、改定を行

いながら、最適な管理体制を確立してまいります。

特にセキュリティに関してはＩＳＯ２７００１認定による更なるセキュリティレベルの向上と顧客からの信頼

向上を図り、社員及びパートナー技術者全員への教育とルールの徹底を継続してまいります。

また、コンプライアンスにつきましては、当事業年度に発覚いたしました不正行為に対する再発防止策として

「監査体制の見直しと牽制機能の強化」及び「コンプライアンス意識の向上と徹底」を軸とした各種施策を策定

しており、その実施を徹底してまいります。

決算短信（宝印刷） 2019年06月24日 09時56分 10ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 7 ―

２ 【事業等のリスク】

当社の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) 特定顧客への依存度について

当社は、金融業界に強みをもつ顧客を重点顧客として、長年にわたり取引を継続しております。その結果、当事

業年度における株式会社野村総合研究所への販売実績は、総販売実績に対し27.4％の割合となっております。

従って、当該顧客の事業方針、経営状況、パートナー施策等が当社の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。

(2) 主要分野である金融業界の動向について

当社は生命保険会社の関連会社として設立された経緯から、金融業界を主要分野として営業活動を展開してお

り、金融系分野の業務知識・経験・ノウハウを蓄積することにより他社との差別化を図り、経営資源を当該分野に

集中した経営を推し進めてまいりました。

その結果、同業界への売上高の総売上高に対する割合は、当事業年度末において８割超の水準に達しており、同

業界におけるソフトウェア投資の動向によっては、当社の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(3) システム開発作業の遅延や増加について

契約形態が請負であるシステム開発には、納期までにシステムを完成・納品するという完成責任がありますが、

高度化・複雑化した顧客要求や完成までの諸要件の変更等により、開発スケジュール、要員計画の変更が発生し、

納期に遅延することがあります。また、納品後であっても機能改善を行う等、想定外の作業が発生することがあり

ます。

これらに対し当社では、教育研修や現場教育を通じプロジェクトマネージャの管理能力を高め、ＩＳＯ規格に適

合した品質管理システム及びＰＭＯを十分に機能させ、リスクに対処しながらプロジェクト管理を行っております

が、プロジェクトの遅延や中断、あるいは開発途中での仕様変更や納品後において事前に予見することが困難な追

加工数が発生した場合、当社の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(4) オフショア開発について

当社におきましては、開発要員の確保、コスト削減の観点からオフショア開発への取り組みを図っております

が、技術レベルやコミュニケーション能力、文化、法制度の違いなど、様々なリスクの発生が予想されます。

当然のことながら、現地事業主との交流も含め、リスクの発生を未然に防止するため、最適な対応に努めている

ところでありますが、想定外の事態が発生した場合、当社の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(5) Ｍ＆Ａ、資本業務提携について

当社は既存の事業基盤を拡大するため、あるいは新規事業に進出するために、事業戦略の一環としてＭ＆Ａや資

本業務提携を含む戦略的提携（以下Ｍ＆Ａ戦略）を行う可能性があります。

Ｍ＆Ａ戦略を実行する際は事前に十分検討を行いますが、当初想定した収益性やシナジー効果が得られない場

合、当社の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 有能な技術者の確保と育成について

当社の事業は、有能なプロジェクトマネージャやシステムエンジニアに大きく依存するため、優秀な人材の確保

と育成が重要であり、採用活動と人材育成に精力的に取り組んでおりますが、益々多様化、複雑化するシステム案

件に対して迅速な育成と現場への配置が困難な場合は、当社の成長性や業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性が

あります。
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(7) 退職給付債務について

当社の従業員に係る退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件に基づき算出されてお

ります。実際の結果と前提条件による計算との差異、いわゆる数理差異が発生した場合、その影響は累積され、将

来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を

及ぼすこととなります。また、退職給付費用は、金利水準に基づく割引率により変動することとなるため、割引率

が低下した場合は、当社の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 情報管理について

当社は、業務遂行の過程において、個人情報を含む顧客情報やその他の機密情報を取り扱う場合があり、厳格な

情報管理が求められております。その対応として、特定個人情報を含む個人情報保護方針と情報セキュリティポリ

シーを定めるとともに、社員及びパートナー会社との機密保持契約の締結、社員及びパートナー会社要員に対する

情報管理に関する教育等を実施しております。また定期的に開催しているセキュリティ委員会において、その運用

状況について確認しており、外部への情報漏洩を防ぐセキュリティ管理体制の強化を積極的に推進しております。

（なお、2007年１月にプライバシーマーク、2016年６月にＩＳＯ２７００１を取得しております。）

しかしながら、予期せぬ事態により、個人情報や顧客の重要情報が万一漏洩、あるいは不正使用された場合は、

当社の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 知的財産権について

当社は、事業を遂行する上でソフトウェア著作権を始めとした多くの知的財産権を利用しております。当社では

業務上必要となる知的財産権の確保や第三者の権利侵害について、充分な啓蒙活動を行っておりますが、ライセン

スの取得、維持等が適正に行われなかったり、第三者の権利侵害が発生した場合、多額の費用負担が生じたり、損

害賠償請求を受けるなど、当社の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(10) 大規模災害等の発生について

大規模な災害や重大な伝染病等が発生した場合、事業所が甚大な損害を被ったり、多くの従業員が被害を受け、

当社の事業活動に重大な支障をきたす可能性があります。

当社は、定期的な防災訓練や災害備蓄、従業員の安否確認システムの導入など事業継続のための体制整備を図っ

ておりますが、想定外の事態が発生した場合、当社の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状

況の概要であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

また、セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「第５ 経

理の状況 １ 財務諸表等 注記事項 （セグメント情報等）」の記載にありますように、当社では報告セグメン

トは「ソフトウェア開発」のみとしていることから、売上高については記載しておりますが、その他の状況につい

ては記載を省略しております。

① 経営成績

当事業年度における日本経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、景気は緩やかな回復が続きました。し

かしながら、米中貿易摩擦の問題や英国のＥＵ離脱問題など世界経済の先行きは不透明な状況にあります。

当社が属する情報サービス業界におきましては、特定サービス産業動態統計（2019年２月分確報）によると売

上高は前年同月比3.4％と５ヶ月連続の増加、受注ソフトウェアのシステムインテグレーションは同5.7％の増加

となりました。一方、ＩＴ技術者不足は依然として解消しておらず、システム開発要員の確保は厳しい状況が続

きました。

このような環境のもと、当社は業務知識とマネジメントを含めたシステム構築力の一層の強化により、金融系

分野のシステム開発を中心に既存顧客の案件拡大及び新規顧客の開拓に注力するとともに、ＡＩやＩｏＴ等の先

端技術を活用した案件の獲得を進めてまいりました。

また、当事業年度に発覚した当社元取締役の不正行為につきましては、常勤監査役を委員長とする社内調査委

員会による事実関係の調査を実施し、その調査結果を踏まえた「監査体制の見直しと牽制機能の強化」及び「コ

ンプライアンス意識の向上と徹底」を軸とした再発防止策を策定し、役職員一丸となって実行に取り組んでまい

りました。

これらの結果、当事業年度の業績は、売上高は12,802百万円（前期比6.8％増）、営業利益は1,030百万円（同

15.0％増）、経常利益は1,038百万円（同15.0％増）、当期純利益は651百万円（同6.7％増）となりました。

　

イ 売上高

当事業年度における売上高は、前事業年度に比べ814百万円増加し、12,802百万円（前期比6.8％増）となり

ました。これは主に損害保険系業務において大型案件の獲得に加え、既存保守領域も順調に推移したことによ

ります。

セグメントごとの売上高は次のとおりであります。

ａ ソフトウェア開発

当社の中心的なビジネス領域である金融系分野の売上高は10,576百万円（前期比4.0％増）となりました。

大型案件の獲得に加え、既存保守領域も順調に推移した損害保険系業務は4,748百万円（同31.4％増）となり

ました。一方で、新規顧客の獲得が進んだものの既存顧客の体制が縮小したことにより証券系業務は1,688百

万円（同3.1％減）、大型開発案件が保守フェーズへ移行した生命保険系業務は2,694百万円（同9.2％減）、

大型の統合案件が終了した銀行系業務は973百万円（同29.9％減）となりました。

非金融系分野の売上高は1,895百万円（同25.1％増）となりました。基盤系保守の拡大やＡＩを活用した通

信会社向けの開発・保守が増加した通信系業務は1,033百万円（同30.6％増）、保守の領域が拡大した医療・

福祉系業務は402百万円（同57.6％増）となりました。

これらの結果、ソフトウェア開発全体の売上高は12,471百万円（同6.8％増）となりました。

ｂ 情報システムサービス等

情報システムサービス等の売上高は330百万円（前期比8.1％増）となりました。

ロ 売上総利益

当事業年度における売上総利益は、前事業年度に比べ116百万円増加し、2,172百万円（前期比5.7％増）とな

りました。また、売上高総利益率は前事業年度に比べ0.1ポイント減少し、17.0％となりました。一部のプロジ

ェクトにおいて原価超過が発生したこと等によります。
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ハ 営業利益

当事業年度における営業利益は、前事業年度に比べ134百万円増加し、1,030百万円（前期比15.0％増）とな

りました。主な要因は役員退任による役員報酬の減少等販売費及び一般管理費の減少によります。

ニ 経常利益

当事業年度における経常利益は、前事業年度に比べ135百万円増加し、1,038百万円（前期比15.0％増）とな

りました。主な要因は営業利益の項目に記載したとおりであり、営業外収益及び営業外費用については前事業

年度並みとなっております。

ホ 当期純利益

当事業年度における当期純利益は、前事業年度に比べ40百万円増加し、651百万円（前期比6.7％増）となり

ました。不正行為に伴う修正申告により過年度法人税等57百万円を計上しております。

② 財政状態

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ570百万円増加し、10,422百万円（前期比5.8％増）、総

負債は、前事業年度末に比べ161百万円増加し、3,586百万円（同4.7％増）、純資産は、前事業年度末に比べ408

百万円増加し、6,836百万円（同6.4％増）となりました。各項目別の分析等につきましては次のとおりでありま

す。

イ 流動資産

当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ573百万円増加し、9,350百万円（前期比6.5％増）と

なりました。これは主として、現金及び預金が678百万円増加し、売掛金が88百万円減少したことによります。

ロ 固定資産

当事業年度末における固定資産は、前事業年度末に比べ３百万円減少し、1,071百万円（前期比0.3％減）と

なりました。これは主として、繰延税金資産が18百万円増加し、建物が１百万円、工具、器具及び備品が２百

万円、ソフトウェアが４百万円、投資有価証券が３百万円、保険積立金が７百万円減少したことによります。

ハ 流動負債

当事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べ158百万円増加し、1,619百万円（前期比10.8％増）

となりました。これは主として、買掛金が47百万円、未払金が10百万円、未払消費税等が71百万円、受注損失

引当金が25百万円増加したことによります。

ニ 固定負債

当事業年度末における固定負債は、前事業年度末に比べ３百万円増加し、1,967百万円（前期比0.2％増）と

なりました。これは退職給付引当金が138百万円増加し、役員退職慰労引当金が135百万円減少したことにより

ます。

ホ 純資産

当事業年度末における純資産は、前事業年度末に比べ408百万円増加し、6,836百万円（前期比6.4％増）とな

りました。これは主として、当期純利益651百万円を計上したこと、剰余金の配当により242百万円の減少があ

ったことによります。
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③ キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ678百万円増加

し、7,489百万円（前期比10.0％増）となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は914百万円（同55.7％増）となりました。主な増加要因として、税引前当期純

利益1,038百万円、退職給付引当金の増加額が138百万円、売上債権の減少額が88百万円、未払消費税等の増加

額が71百万円、主な減少要因として、役員退職慰労引当金の減少額が135百万円、法人税等の支払額が386百万

円あったことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は５百万円（前事業年度は11百万円の使用）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出が６百万円、投資有価証券の売却による収入が４百万円、保険積立金の払戻による収

入が７百万円あったことによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は241百万円（同1.2％減）となりました。これは主に配当金の支払額が241百万

円あったことによります。

　

当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。

当社は所要資金については原則として自己資金にて対応する方針であり、銀行からの借り入れはありません。

なお、現在予定はありませんが、重要な資本的支出や当社の業容拡大・収益基盤拡大に向けたＭ＆Ａ等による資

金需要が発生した場合、市場動向等を総合的に判断して調達方法を決定する方針であります。

運転資金については換金性に重点を置き、リスクの低い金融商品での運用を基本としておりますが、現在の金

利情勢から資金のほとんどを普通預金に置いております。

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は7,489百万円となっております。

④ 生産、受注及び販売の実績

イ 生産実績

当事業年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(千円) 前期比(％)

ソフトウェア開発 12,463,231 106.7

情報システムサービス等 330,932 108.1

合計 12,794,164 106.7

(注) １ 金額は販売価格によっております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

ロ 受注実績

当事業年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(千円) 前期比(％) 受注残高(千円) 前期比(％)

ソフトウェア開発 12,428,056 106.2 1,692,426 97.5

情報システムサービス等 337,087 109.0 73,142 109.2

合計 12,765,143 106.3 1,765,568 97.9

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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ハ 販売実績

当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前期比(％)

ソフトウェア開発 12,471,872 106.8

情報システムサービス等 330,932 108.1

合計 12,802,805 106.8

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前事業年度
（自 2017年４月１日

　 至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日

　 至 2019年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社野村総合研究所 2,740,430 22.9 3,505,732 27.4

ＳＣＳＫ株式会社 1,346,794 11.2 1,425,298 11.1

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

① 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この

財務諸表の作成に当たりまして、当社は、過去の実績値や状況を踏まえ、合理的と判断される前提に基づき継続

的に見積り、予測を実施しております。

なお、重要な会計方針については、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 注記事項 （重要な会計方針）」

に記載されているとおりであります。

　

② 当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当事業年度の達成状況及び総括は以下のとおりであります。

売上高は当事業年度計画12,300百万円に比べ502百万円増加し、12,802百万円（計画比4.1％増）となりまし

た。主な要因として、損害保険系業務において大型案件の獲得や既存保守領域の拡大が順調に推移したことに加

え、システム基盤、デジタル基盤の拡大が進んだこと等によります。売上高総利益率は計画17.6％に対し0.6ポイ

ント減の17.0％となりました。主な要因として、一部のプロジェクトにおいて原価超過が発生したこと等が上げ

られます。売上高営業利益率は、販売費及び一般管理費を抑制することができたため、計画どおりの8.1％となり

ました。

ＲＯＥは10.3％を計画しておりましたが、不正行為に伴う修正申告により過年度法人税等57百万円を計上した

影響により当期純利益が減少し、0.5ポイント減の9.8％となりました。

指標
2019年3月期

計画
2019年３月期

実績
増減額 増減率

売上高 12,300百万円 12,802百万円 502百万円 4.1％

売上高総利益率 17.6％ 17.0％ △0.6 ―

売上高営業利益率 8.1％ 8.1％ ― ―

ＲＯＥ 10.3％ 9.8％ △0.5 ―

　

４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は4,010千円であり、その主なものは、パソコン等事務機器

の購入が1,980千円であります。

２ 【主要な設備の状況】
2019年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物

工具、器具
及び備品

合計

本社
（東京都文京区）

ソフトウェア開発
情報システムサービス等

コンピュータ
周辺装置
生産設備

19,208 7,817 27,025 534

(注) 提出会社の事業所は賃貸契約により使用しているものであり、年間賃借料は109,242千円であります。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

　普通株式 48,000,000

計 48,000,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2019年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年６月24日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,865,992 13,865,992
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株であります。

計 13,865,992 13,865,992 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2014年12月１日 6,932,996 13,865,992 － 526,584 － 531,902

（注）株式分割

2014年12月１日に１株を２株に分割しております。
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(5) 【所有者別状況】

2019年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

－ 15 21 32 36 6 4,117 4,227 －

所有株式数
(単元)

－ 10,151 1,153 38,324 2,594 19 86,291 138,532 12,792

所有株式数
の割合(％)

－ 7.33 0.83 27.67 1.87 0.01 62.29 100.00 －

(注) １ 自己株式1,733,730株は、「個人その他」に17,337単元及び「単元未満株式の状況」に30株含めて記載して

おります。

２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ27単元

及び90株含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2019年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

株式会社光通信 東京都豊島区西池袋一丁目４番10号 2,548 21.01

東邦システムサイエンス従業員
持株会

東京都文京区小石川一丁目12番14号 1,148 9.46

渡邉 一彦 埼玉県飯能市 660 5.44

日本ユニシス株式会社 東京都江東区豊洲一丁目１番１号 585 4.82

篠原 誠司 埼玉県さいたま市大宮区 465 3.84

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 324 2.67

株式会社野村総合研究所 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 245 2.02

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 東京都港区芝浦一丁目２番１号 234 1.93

染宮 俊伸 神奈川県川崎市宮前区 183 1.51

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口 ）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 141 1.16

計 － 6,536 53.88

(注) １ 前事業年度末現在主要株主であった東邦システムサイエンス従業員持株会は、当事業年度末では主要株主で

はなくなり、株式会社光通信が新たに主要株主となりました。

２ 上記のほか当社所有の自己株式1,733千株があります。

３ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 187千株

　 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 73千株
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,733,700

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,119,500 121,195 －

単元未満株式 普通株式 12,792 － －

発行済株式総数 13,865,992 － －

総株主の議決権 － 121,195 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,700株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数27個が含まれております。

② 【自己株式等】

2019年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社東邦システムサイエンス 東京都文京区小石川
一丁目12番14号

1,733,700 － 1,733,700 12.50

計 － 1,733,700 － 1,733,700 12.50
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(2019年５月23日)での決議状況
(取得期間2019年５月24日～2019年５月24日)

40,000 36,920,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 ― ―

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― ―

当期間における取得自己株式 30,000 27,690,000

提出日現在の未行使割合(％) 25.0 25.0

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 4 3,496

当期間における取得自己株式 ― ―

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他(―) － － － －

保有自己株式数 1,733,730 － 1,763,730 －

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、将来にわたり会社競争力を向上させ、企業価値の最大化を目指すことが重要な株主還元であると考えてお

ります。

このような観点から、利益配分につきましては、経営基盤及び財務体質を強化すべく、内部留保の充実を図りなが

ら、株主の皆様への安定的な配当の維持及び業績に見合った適正な利益還元を行うことを基本とし、配当性向30％を

目安としております。

当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本としてまいりましたが、株主の皆様への利益還元

機会の充実を図るため、配当方針を中間配当と期末配当の年２回実施する方法に変更し、2020年３月期より中間配当

を実施することといたしました。

なお、当社は定款において、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定めております。これ

らの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。

上記の方針に基づき、当事業年度の配当につきまして前事業年度から５円増配し、１株当たり配当金を25円として

おります。

内部留保資金の使途につきましては、企業間競争力の維持・強化を図るため、将来を見据えた事業戦略に基づいた

投資等に充ててまいります。

基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円）

2019年６月21日
定時株主総会決議

303,306 25
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社（ＴＳＳ）は、良きコーポレート・ガバナンスの実践が取締役会の株主に対する最高の責務であると考

えております。

当社の経営目標は、顧客に最良のサービスを提供することで顧客の利益を最大化し、従業員、地域社会等の

満足を得ることで、企業価値を高め、もって中長期的な株主価値を高めていくことであります。

そのためには、企業の継続性(Sustainability)と経営活動の効率化を追求し、また、企業内容の適正な開示

と経営の公正かつ忠実な遂行が求められます。

つまり、「健全で強い企業(Sound and Strong Company)」を作るということに帰着します。

当社は、これを実現していくため、取締役会の決議を得て「ＴＳＳコーポレートガバナンス原則」を制定し、

取締役会が良きコーポレート・ガバナンスを実践していくための指針として、また取締役会メンバー一人ひと

りの自己規律を実現する礎とするものであります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役制度を採用しており、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監

査役会、会計監査人を、その他機関として、コーポレートガバナンス委員会、内部統制委員会、コンプライア

ンス委員会を設置しております。

また、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入し、経営意思決定のための機能と業務遂行責任を負う

べき機能とに分離し、経営上の最高意思決定及び法令上必要な意思決定を行う者を取締役、各業務運営部門の

執行責任者を執行役員としております。

当社は会社経営の透明性、公平性、社会性などを担保するため「ＴＳＳコーポレートガバナンス原則」を制

定し、同原則において、取締役会の諮問機関として、監査役及び独立社外取締役からなるコーポレートガバナ

ンス委員会を設置しております。

当社の経営目標は、顧客に最良のサービスを提供することで顧客の利益を増大化し、もって当社の企業価値

及び中長期的な株主価値を高めていくことであります。

この経営目標を実現するために、事業態様・事業規模に即したコーポレート・ガバナンスを実践することが

中長期的な安定成長を実現し、企業価値の増大に繋がるものと考えていることから、このような体制を採用し

ております。

内部統制システムとコーポレート・ガバナンスの体制図は次のとおりです。
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＜取締役・取締役会＞

当社の取締役会は、代表取締役社長小坂友康が議長を務めております。その他の構成員は、取締役田邊直

樹、取締役渡邉一彦、社外取締役小向鋭一、社外取締役上嶋裕和であり、計５名で構成しております。２名

の社外取締役は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。

取締役会は毎月１回定時取締役会を開催し、法令・定款及び取締役会規程で定めた経営上の重要な事項に

ついて審議・決定するとともに、取締役の職務の遂行を監督しております。さらに取締役会に諮るべき事項

及び重要な業務執行については迅速かつ適切な対応を図るべく、必要に応じて臨時取締役会を開催し機動的

な意思決定を行っております。取締役の任期は１年とし、株主の信任に応える体制としております。

＜監査役・監査役会＞

当社の監査役会は、常勤監査役渡辺敏男、監査役高橋誠、社外監査役武間久男、社外監査役田﨑稔の計４

名で構成しており、２名の社外監査役は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。

監査役は、取締役会において「年度監査役監査計画」を発表し、当該計画に基づいて監査を実施しており

ます。各監査役は、コーポレート・ガバナンスにおける独立の機関であるとの認識のもとに、取締役会その

他の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。

監査役会は、毎月１回開催しているほか、必要に応じて臨時に監査役会を開催しております。

＜コーポレートガバナンス委員会＞

当社のコーポレートガバナンス委員会は、常勤監査役渡辺敏男、監査役高橋誠、社外監査役武間久男、社

外監査役田﨑稔、社外取締役小向鋭一、社外取締役上嶋裕和の計６名で構成しております。

同委員会は取締役会の諮問委員会として、取締役及び執行役員の選任・解任、及び報酬に関して審議を行

い、取締役会議長に勧告しております。

また、年１回取締役会の実効性評価について審議を行い、取締役会議長に勧告しております。

＜内部統制委員会＞

当社の内部統制委員会は、代表取締役社長小坂友康を委員長とし、取締役常務執行役員管理本部長田邊直

樹、常務執行役員営業開発本部長横倉伸樹、執行役員経理部長吉田博英、理事総務部長熊谷政弘、人事部長

阿部知洋、企画営業部長江尻実、理事内部監査担当太田雄一郎の計８名で構成されております。

内部統制委員会は原則四半期毎に開催し、コンプライアンス、財務報告に関わる内部統制制度、リスク管

理など全社レベルでの内部統制システムの方針決定、課題の解決、推進状況の確認など、会社全体の内部統

制を司る組織として、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることを目的としております。

＜コンプライアンス委員会＞

当社のコンプライアンス委員会は、取締役常務執行役員管理本部長田邊直樹を委員長とし、常務執行役員

営業開発本部長横倉伸樹、その他委員が指名した者で構成されております。

コンプライアンス委員会は内部統制システムの一段の強化を図るため、重要な柱であるコンプライアンス

体制についての有効性を高める観点から、内部統制委員会配下に設置され、コンプライアンス体制の整備・

強化を図ることを目的としております。

コンプライアンス委員会は毎月１回開催し、協議・決議内容、進捗状況等を代表取締役社長に報告すると

ともに、四半期毎に内部統制委員会に報告することとしております。

＜会計監査人＞

当社はEY新日本有限責任監査法人との間で、会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結しており

ます。

③ 企業統治に関するその他の事項

イ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

ａ 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社は、「ＴＳＳ基本理念」、「ＴＳＳ企業行動原則」からなる「ＴＳＳ企業行動基準」を定め、取締

役及び使用人が法令・定款及び企業倫理を遵守した行動をとるための規範としております。

また、「公益通報者保護規程」を定め、内部通報制度として「ＴＳＳヘルプライン」、社外通報制度と

して「パートナーホットライン」を設置・運営しております。
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ｂ 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制

当社は「文書保存規定」を定め、取締役の職務の執行に関わる情報を文書にて保存・管理しておりま

す。

文書の保存期間は、主管部署ごとに「文書保存一覧表」として明示されており、株主総会議事録、取締

役会議事録、稟議書等は永久保存、株主総会関係書類は10年保存とするなど、重要な書類は長期に保存・

管理しております。

ｃ 損失の危機の管理に関する規程その他の体制

当社は「リスク管理規程」を定め、ビジネス上のリスクを識別し総合的にリスクをコントロールしてお

ります。また、内部統制委員会を設置し、コンプライアンス、財務報告に係る内部統制制度、リスク管理

など全社レベルでの内部統制を行っております。

品質、情報セキュリティ、個人情報保護その他個別のリスクに対処するため専門の委員会を設け、リス

クの把握及び対応を行っております。

ｄ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月１回

定例開催しております。

また、経営と執行の分離及び責任と権限の明確化を図る観点から執行役員制度を導入し、経営上の最高

意思決定を行う者を取締役、各業務部門の執行責任者である者を執行役員としております。

ｅ 監査役の補助使用人に関する事項及び監査役補助使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役会は監査役と協議の上、経理

部又は総務部から監査役を補助すべき使用人を指名することとしております。

監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、

取締役の指揮命令は受けないこととしております。

ｆ 取締役及び使用人の監査役への報告に関する体制、その他監査役監査の実効性を確保するための体制

取締役及び使用人は当社の業務又は業績に与える重要な事項について監査役に適宜報告するものとして

おります。

なお、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることが出来るものとし

ております。

監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出

席するとともに、稟議書類等業務執行に関わる重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めるこ

ととしております。

また、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保す

るとともに、監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、内部監査担当及び会計監査人と緊密な連携を

保ちながら自らの監査業務の達成を図ることとしております。

ｇ 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保す

るための体制

監査役への報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わないこと

としております。

また、報告を行った者に対しては、公益通報者保護規程に準じて報告者の保護と秘密保持に最大限の配

慮を行うこととしております。

ｈ 監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に関る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、監査役の職務に必

要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとしております。

また、監査役の職務の執行について生じる定常的な費用については、毎年予算化しております。
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ｉ 財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法等の関係法令・会計基準等の定めに従い、経理規程等を整備し、必要な内部統

制環境を構築しております。

また、財務報告において不正や誤謬の発生するリスクを管理し、予防及び牽制を効果的に機能させるこ

とで、正確な財務諸表を作成するとともに、財務報告の信頼性・適正性を確保することに努めてまいりま

す。

ロ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制

反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。不当要求等の介入に対して

は、警察等の外部専門機関と緊密な連携のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益供与は絶

対に行いません。

ハ 取締役の定数

当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。

ニ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその決議は累積投票によらないものとする旨定款

に定めております。

ホ 取締役の任期

当社は、取締役の任期について、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする旨定款に定めております。

ヘ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

　 ａ 自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の

決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

　 ｂ 中間配当

当社は、株主ヘの機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会

の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。

ト 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができ

る株主の議決権３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定め

ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を

行うことを目的とするものであります。
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(2) 【役員の状況】

①役員の状況

男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

社長

執行役員

小坂 友康 1966年１月22日生

1989年４月 当社入社

2007年４月 当社 ＩＴ推進部長

2010年４月 当社 第五事業部長兼ＩＴ推進部長

2011年４月 当社 執行役員第六事業部長兼ＩＴソ

リューション三部長

2015年４月 当社 常務執行役員第一統括事業部長

2016年４月 当社 専務執行役員営業開発本部長

2016年６月 当社 取締役

2018年４月 当社 代表取締役社長執行役員

（現任）

（注）４ 30,400

取締役

常務執行役員

管理本部長

田邊 直樹 1962年９月５日生

1986年４月 当社入社

2010年４月 当社 総務部長

2014年４月 当社 執行役員管理本部副本部長兼人

事部長

2016年４月 当社 執行役員管理本部長兼人事部長

2017年４月 当社 常務執行役員管理本部長兼人事

部長

2018年４月 当社 常務執行役員管理本部長

（現任）

2018年６月 当社 取締役 （現任）

（注）４ 45,000

取締役 渡邉 一彦 1944年５月４日生

1967年４月 東邦生命保険相互会社入社

1996年４月 当社 顧問

1996年６月 当社 代表取締役社長

1999年10月 株式会社ティエスエス・データ・サー

ビス 代表取締役社長

2000年６月 同社 代表取締役会長

2002年６月 当社 ＣＥＯ

2002年６月 株式会社ティエスエス・データ・サー

ビス 代表取締役社長

2006年４月 当社 代表取締役会長

2006年４月 株式会社ティエスエス・データ・サー

ビス 代表取締役会長

2009年４月 株式会社インステクノ 取締役

2011年４月 当社 取締役相談役

2018年４月 当社 取締役 （現任）

（注）４ 660,180

取締役 小向 鋭一 1951年２月13日生

1973年４月 東洋オフィスメーション株式会社入社

1994年６月 同社 取締役

1994年６月 東洋ビジネスマシーン株式会社 取締

役

2000年６月 東洋オフィスメーション株式会社 常

務取締役

2005年12月 株式会社デップス 取締役

2006年４月 東洋オフィスメーション株式会社 常

務取締役兼常務執行役

2006年４月 アシスト株式会社 取締役

2007年７月 株式会社ジェイ エスキューブ 常務

取締役兼常務執行役員

2014年５月 同社 常勤顧問

2017年６月 当社 取締役 （現任）

（注）４ 2,100
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 上嶋 裕和 1952年７月25日生

1976年４月 富士通株式会社入社

2004年４月 同社 公共ソリューション本部長

2006年６月 同社 経営執行役

2008年６月 同社 経営執行役常務

2009年６月 同社 執行役員常務

2013年５月 同社 執行役員専務

2013年６月 同社 取締役執行役員専務

2014年４月 同社 取締役

2014年６月 同社 顧問

2014年６月 株式会社富士通アドバンストエンジニアリ

ング 代表取締役社長

2015年６月 同社 代表取締役会長

2016年４月 同社 取締役会長

2017年４月 同社 顧問

2017年６月 当社 取締役 （現任）

（注）４ 1,000

常勤監査役 渡辺 敏男 1961年12月24日生

1985年４月 当社入社

2002年４月 当社 開発六部長

2008年４月 当社 第一事業部長兼開発二部長

2009年４月 当社 執行役員第一事業部長

2014年４月 当社 執行役員プロジェクト監理室長

2016年４月 当社 常務執行役員プロジェクト監理室長

2019年４月 当社 常務執行役員営業開発本部付

2019年６月 当社 常勤監査役 （現任）

（注）５ 33,000

監査役 高橋 誠 1953年１月14日生

1976年４月 東邦生命保険相互会社入社

1998年６月 ジー・イー・エジソンシステム株式会社

代表取締役社長

2000年４月 当社 総務部長

2000年６月 株式会社ティエスエス・データ・サービス

監査役

2001年６月 当社 取締役管理本部長

2002年６月 当社 執行役員

2007年４月 当社 常務執行役員

2009年４月 株式会社インステクノ 監査役

2011年４月 当社 専務執行役員

2013年４月 当社 副社長執行役員

2014年４月 当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本

部長

2016年４月 当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本

部管掌

2018年４月 当社 取締役

2018年６月 当社 監査役 （現任）

（注）７ 121,310
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役 武間 久男 1954年10月13日生

1977年４月 富士通株式会社 入社

2006年４月 同社 社会基盤システム本部事業部長

2009年４月 同社 ニュービジネス推進室長兼営業統括

部長

2010年10月 富士通エフ・アイ・ピー株式会社転籍

2011年６月 同社 取締役ソリューション本部副本部長

2014年６月 富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式

会社出向

2014年６月 同社 代表取締役社長

2017年４月 同社 顧問

2017年６月 当社 監査役 （現任）

（注）６ 2,100

監査役 田﨑 稔 1956年11月27日生

1979年４月 日本ユニバック株式会社（現日本ユニシス

株式会社）入社

2003年６月 同社 執行役員アウトソーシング事業部長

2003年10月 同社 執行役員ビジネスマネジメント本部

長

2010年４月 同社 執行役員関西支社長・ＵＳＯＬ関西

株式会社代表取締役社長

2013年４月 同社 執行役員ＤＸＮビジネス推進部長

2017年４月 同社 顧問

2017年４月 大日本印刷株式会社 情報イノベーション

事業部顧問 （現任）

2018年６月 当社 監査役 （現任）

（注）７ 200

計 895,290

(注) １ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行

機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は９名で、上記に記載の２名（小坂友康、田邊直樹）の他に、次の７名で構成されております。

（男性 ８名 女性 １名 （執行役員のうち女性の比率 11.1％））

常務執行役員 横倉 伸樹 営業開発本部長

執行役員 角河 真澄 営業開発本部付

執行役員 砂賀 昌代 第二事業部長

執行役員 木瀬 博行 第三事業部長

執行役員 笹沼 一寿 プロジェクト革新室長

執行役員 重野 博治 パートナー推進室長

執行役員 吉田 博英 経理部長
　

２ 取締役小向鋭一及び上嶋裕和は、社外取締役であります。

３ 監査役武間久男及び田﨑稔は、社外監査役であります。

４ 2019年６月21日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま

でであります。

５ 2019年６月21日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま

でであります。

６ 2017年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま

でであります。

７ 2018年６月22日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま

でであります。
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② 社外役員の状況

当社の社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。全員が株式会社東京証券取引所に対し、独立

役員として届出をしております。

イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役小向鋭一氏は、システムソリューション企業出身で、業界に関する豊富な関連知識を有し、同

社や関連会社等の取締役を経験するなど企業経営に関する幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会に

おいて経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式2,100株を

所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的

関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役上嶋裕和氏は、富士通株式会社で長年ソリューションビジネスに携わり、豊富な関連知識を有

しております。同社で取締役、関連会社では代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識

を有しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同

氏は当社の株式1,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそ

れ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同社は当社の取

引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立

性については十分に確保されていると判断しております。また、それ以外の人的関係、資本的関係及びその

他の利害関係はありません。

監査役武間久男氏は、富士通株式会社において長年にわたりシステムエンジニアとしてソフトウェア開発

を担当され、豊富な関連知識を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い

見識を有しており、取締役会及び監査役会に客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社

の株式2,100株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の

人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は富士通株式会社及

び富士通エフ・アイ・ピー株式会社の出身で、富士通株式会社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に

係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されてい

ると判断しております。富士通エフ・アイ・ピー株式会社は当社株式の1.69％を保有しておりますが、主要

株主に該当しないことから、当社経営の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、それ以外の人

的関係及びその他の利害関係はありません。

監査役田﨑稔氏は、日本ユニシス株式会社においてＩＴソリューション部門を担当され、豊富な関連知識

を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会

及び監査役会に客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式200株を所有しており

ますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要

な取引関係その他の利害関係はありません。また、同社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取

引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判

断しております。資本的関係としては、同社は当社株式の4.22％を保有しておりますが、主要株主に該当し

ないことから、当社経営の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、それ以外の人的関係及びそ

の他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会の活性化及び健全で透明性の高い経営を実現するため、客観的視点で助言等を行

うことを期待し、経営陣から独立した中立的な立場で監督する役割を担っていただいております。

社外監査役は、取締役の業務執行に関し、独立した立場で公正な監査を行ってもらうことを期待しており

ます。

ハ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたって

は、専門的な知識と豊富な経験に基づいて客観的かつ適切な監督又は監査が期待でき、一般株主と利益相反

が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断

基準である、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。
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③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

当社においては、監査役４名のうち２名が社外監査役であり、監査役は会計監査人と相互の監査計画の事前確

認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受けるなど、連携して監査の質的向上に取り組んでおり、内

部監査担当とも定期的に情報交換を行い、監査役監査と内部監査の計画・実施状況について綿密な連携を図って

おります。

また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされており

ます。

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、会計監査人より監査計画及び監査の状況等の報告を受けるほか、内部監査担当か

ら内部監査結果の報告を受ける等、会計監査人及び内部監査担当と相互連携を図りながら、独立監査人としての

立場からの監査を実施しております。

監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、取締役に報告を求め、内部監査担当、会計監査人と

連携して、取締役の職務に関して厳正な監査を行っております。

② 内部監査の状況

内部監査担当は、社長直属の組織として２名を配置しております。

当社における内部監査は、内部監査計画書に基づき業務全般にわたる監査を実施しており、監査結果は直接社

長に文書にて報告しております。

会社全体の内部統制を司る組織として内部統制委員会が設置されており、原則四半期ごとに開催される内部統

制委員会には監査役、内部監査担当が出席し、内部統制の推進状況について報告を受けております。

③ 会計監査の状況

イ 監査法人の名称

　EY新日本有限責任監査法人

（注）新日本有限責任監査法人は2018年７月１日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりまし

た。

ロ 業務を執行した公認会計士

　指定有限責任社員業務執行社員 新居 伸浩

　指定有限責任社員業務執行社員 井澤 依子

ハ 監査業務に係る補助者の構成

監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士８名、その他16名であります。

なお、業務執行社員の継続監査年数については、７年を超えていないため記載を省略しております。

ニ 監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選任・再任については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選

定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考とし、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計

監査人から、会計監査人の独立性・監査体制、監査の実施状況及び品質に関する情報等を収集し、総合的に

判断し決定しております。

ホ 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団

法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考

に策定した「会計監査人の選任・再任に係る判断基準」に基づき、会計監査人の独立性、監査体制及び監査

の実施状況、監査品質等を総合的に評価しております。
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④ 監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（2019年１月31日 内閣府令第３号）によ

る改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意（56）ｄ（ｆ）ⅰからⅲの規定に経

過措置を適用しております。

イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

19,000 － 41,000 －

ロ 監査報酬の決定方針

監査報酬の決定につきましては、監査公認会計士より提示された監査計画の内容を協議し、監査日数・会社

の規模・業務の特性等勘案のうえ、監査役会の同意を得て決定いたしております。

ハ 監査役会が会計監査人に対する報酬等に同意した理由

監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、

過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確

認し、当事業年度の監査計画における監査見積り時間及び監査報酬額の妥当性を検討した結果、合理的である

と判断したことによります。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は株主総会において決定する報酬総額の限度内で、経営内容、従業員給与等とのバランス及び世間水準

その他を勘案して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定し

ております。

取締役の報酬については、取締役会の諮問委員会であるコーポレートガバナンス委員会の勧告を受けたうえ

で、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会において、各取締役の責任と役割等を総合的に評

価し、決定しております。

なお、取締役の賞与を含めた報酬額は、2010年６月24日開催の第39回定時株主総会での決議により、年額

300,000千円以内（うち、社外取締役分が年額20,000千円以内）となっており、監査役の報酬額は、1999年６

月24日開催の第28回定時株主総会での決議により、年額50,000千円以内となっております。

当社の取締役の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会により委

任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の責任と役割等総合的

に評価し決定する権限を有しております。

また、2019年６月21日開催の第48回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に、株価変動の

メリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、

新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。

② 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会の活動内容

当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程においては、コーポレートガバナンス委員会が各取締役

の個別評価を行ったうえで、取締役会に勧告し、取締役会に委任された代表取締役社長が各取締役の責任と役

割等総合的に評価し決定しております。

③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

117,432 92,220 － 25,212 7

監査役
(社外監査役を除く。)

12,700 11,700 － 1,000 2

社外役員 16,200 16,200 － － 5

（注）退職慰労金には、役員退職慰労引当金が含まれております。
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④ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は投資株式について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有

する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しており

ます。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容

当社は資本・業務提携による関係強化等、経営戦略上重要な目的を持つ株式を政策保有株式として保有す

ることとしており、個別の政策保有株式については、毎年取締役会で、保有を続ける経済合理性及び安定的

取引関係の強化等について確認・検証しております。検証の結果、保有に伴う便益やリスクが資本コストに

見合っていない場合、政策保有株式の縮減を判断することとしております。

政策保有株式に係る議決権行使は、議案が企業価値向上に資するか否かを見極め、株式保有目的と議案の

整合性を勘案して判断しております。

ｂ 銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 1 1,680

非上場株式以外の株式 1 200,847

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(千円)

非上場株式 2 3,463

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

株式会社
野村総合研究所

39,930 39,930 （保有目的）
取引関係の維持・強化を目的として保有
（定量的な保有効果）
定量的な保有効果については記載が困難なた
め、保有の合理性を検証した方法について記
載いたします。当社は政策保有株式について
年に一度、取締役会で銘柄ごとに保有の経済
合理性及び安定的取引関係の強化について確
認・検証を行い、保有を継続することを決定
しております。

有
200,847 201,247

決算短信（宝印刷） 2019年06月24日 09時56分 33ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 30 ―

第５ 【経理の状況】

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号）に基づいて

作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

　なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年７月１日に名称を変更し、EY新日本

有限責任監査法人となりました。

３ 連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備する

ため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、当該団体等が行う研修に参加しております。
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１ 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,821,111 7,499,933

売掛金 1,862,639 1,773,866

仕掛品 26,610 4,301

前払費用 69,795 77,176

その他 2,546 681

貸倒引当金 △5,584 △5,318

流動資産合計 8,777,119 9,350,641

固定資産

有形固定資産

建物 68,377 69,913

減価償却累計額 △47,879 △50,705

建物（純額） 20,498 19,208

工具、器具及び備品 52,177 47,505

減価償却累計額 △42,161 △39,688

工具、器具及び備品（純額） 10,016 7,817

有形固定資産合計 30,514 27,025

無形固定資産

ソフトウエア 10,093 5,981

電話加入権 188 188

無形固定資産合計 10,281 6,170

投資その他の資産

投資有価証券 206,390 202,527

長期前払費用 918 95

繰延税金資産 715,711 734,136

敷金 58,508 57,611

保険積立金 37,198 29,340

その他 21,421 20,671

貸倒引当金 △5,650 △5,675

投資その他の資産合計 1,034,498 1,038,708

固定資産合計 1,075,295 1,071,904

資産合計 9,852,415 10,422,545
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(単位：千円)

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 604,784 652,169

未払金 70,832 81,761

未払費用 123,827 130,073

未払法人税等 190,508 198,401

未払消費税等 45,600 116,986

預り金 56,941 52,552

賞与引当金 344,042 337,281

受注損失引当金 14,120 40,000

その他 10,190 9,984

流動負債合計 1,460,847 1,619,210

固定負債

退職給付引当金 1,773,676 1,912,580

役員退職慰労引当金 190,002 54,503

固定負債合計 1,963,678 1,967,084

負債合計 3,424,525 3,586,295

純資産の部

株主資本

資本金 526,584 526,584

資本剰余金

資本準備金 531,902 531,902

資本剰余金合計 531,902 531,902

利益剰余金

利益準備金 10,500 10,500

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 5,815,749 6,224,390

利益剰余金合計 5,826,249 6,234,890

自己株式 △545,581 △545,585

株主資本合計 6,339,153 6,747,791

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 88,736 88,459

評価・換算差額等合計 88,736 88,459

純資産合計 6,427,889 6,836,250

負債純資産合計 9,852,415 10,422,545
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②【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

売上高

ソフトウエア開発売上高 11,682,214 12,471,872

情報システムサービス売上高 306,244 330,932

売上高合計 11,988,459 12,802,805

売上原価

ソフトウエア開発売上原価 ※１ 9,683,073 ※１ 10,358,144

情報システムサービス売上原価 250,329 272,651

売上原価合計 9,933,403 10,630,796

売上総利益 2,055,055 2,172,009

販売費及び一般管理費 ※２ 1,159,014 ※２ 1,141,123

営業利益 896,041 1,030,885

営業外収益

受取配当金 3,579 3,767

保険事務手数料 981 953

貸倒引当金戻入額 － 266

保険配当金 1,585 1,689

その他 1,715 1,485

営業外収益合計 7,861 8,161

営業外費用

支払利息 19 －

固定資産除却損 67 102

営業外費用合計 86 102

経常利益 903,816 1,038,944

特別損失

ゴルフ会員権評価損 ※３ 1,200 ※３ 784

特別損失合計 1,200 784

税引前当期純利益 902,616 1,038,160

法人税、住民税及び事業税 335,313 347,534

過年度法人税等 － 57,643

法人税等調整額 △43,201 △18,303

法人税等合計 292,112 386,873

当期純利益 610,503 651,286
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【売上原価明細書】

（1）ソフトウエア開発売上原価明細書

前事業年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費 3,105,044 32.0 3,119,266 30.2

Ⅱ 外注費 6,242,564 64.3 6,800,174 65.8

Ⅲ 間接費 ※１ 358,422 3.7 417,034 4.0

　 当期総製造費用 9,706,032 100.0 10,336,475 100.0

　 期首仕掛品たな卸高 8,555 26,610

合計 9,714,587 10,363,085

　 期末仕掛品たな卸高 26,610 4,301

　 他勘定振替高 ※２ 4,903 640

　 当期ソフトウエア開発
売上原価

9,683,073 10,358,144

（原価計算の方法）

　 当社の原価計算は、プロジェクト別に個別原価計算を行っております。
　

(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

給料及び手当 200,637 239,344

支払家賃 46,974 41,352

旅費交通費 36,230 36,675

減価償却費 5,396 4,356

※２ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

研修費 63 409

採用促進費 219 230

ソフトウエア 4,620 －

　

（2）情報システムサービス売上原価明細書

前事業年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費 151,803 60.6 146,178 53.6

Ⅱ 外注費 84,330 33.7 113,474 41.6

Ⅲ 間接費 14,195 5.7 12,999 4.8

　 当期総製造費用 250,329 100.0 272,651 100.0

　 当期情報システム
サービス売上原価

250,329 272,651

（原価計算の方法）

　 当社の原価計算は、プロジェクト別に個別原価計算を行っております。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 526,584 531,902 531,902 10,500 5,447,890 5,458,390

当期変動額

剰余金の配当 △242,645 △242,645

当期純利益 610,503 610,503

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － 367,858 367,858

当期末残高 526,584 531,902 531,902 10,500 5,815,749 5,826,249

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △545,581 5,971,294 62,687 62,687 6,033,982

当期変動額

剰余金の配当 △242,645 △242,645

当期純利益 610,503 610,503

自己株式の取得 － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

26,048 26,048 26,048

当期変動額合計 － 367,858 26,048 26,048 393,907

当期末残高 △545,581 6,339,153 88,736 88,736 6,427,889
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当事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 526,584 531,902 531,902 10,500 5,815,749 5,826,249

当期変動額

剰余金の配当 △242,645 △242,645

当期純利益 651,286 651,286

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － 408,641 408,641

当期末残高 526,584 531,902 531,902 10,500 6,224,390 6,234,890

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △545,581 6,339,153 88,736 88,736 6,427,889

当期変動額

剰余金の配当 △242,645 △242,645

当期純利益 651,286 651,286

自己株式の取得 △3 △3 △3

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△277 △277 △277

当期変動額合計 △3 408,637 △277 △277 408,360

当期末残高 △545,585 6,747,791 88,459 88,459 6,836,250
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④【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 902,616 1,038,160

減価償却費 16,027 12,508

ゴルフ会員権評価損 1,200 784

退職給付引当金の増減額（△は減少） 103,032 138,904

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,973 △135,498

貸倒引当金の増減額（△は減少） 583 △266

賞与引当金の増減額（△は減少） △864 △6,760

受注損失引当金の増減額（△は減少） 8,806 25,880

受取利息及び受取配当金 △3,581 △3,768

支払利息 19 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △536

固定資産除却損 67 102

売上債権の増減額（△は増加） △193,635 88,772

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,054 22,309

仕入債務の増減額（△は減少） △6,573 47,385

未払費用の増減額（△は減少） 32,231 6,246

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,325 71,386

その他 6,611 △7,759

小計 850,131 1,297,850

利息及び配当金の受取額 3,581 3,768

利息の支払額 △19 －

法人税等の支払額 △266,187 △386,787

営業活動によるキャッシュ・フロー 587,506 914,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,311 △6,442

無形固定資産の取得による支出 △5,695 －

投資有価証券の売却による収入 － 4,000

保険積立金の払戻による収入 － 7,857

その他 △144 △112

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,150 5,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △3,237 －

配当金の支払額 △240,960 △241,309

その他 － △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △244,198 △241,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 332,158 678,821

現金及び現金同等物の期首残高 6,478,787 6,810,945

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 6,810,945 ※１ 7,489,767
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。

３ 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　 建物 3～18年

　 工具、器具及び備品 3～15年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年間）に基づく定額法を採用

しております。

４ 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒れの実績等を勘案した繰入率により、貸

倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度の負担額を計上しておりま

す。

(3)受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において損失が見込まれ、かつその金額を合理的

に見積ることが可能なものについては、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を引当計上しておりま

す。
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(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額の期間帰属方法は、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法

により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

　

５ 収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については進行基準（ソフトウェア開

発の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については完成基準を適用しております。

　

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

　

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　

(未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年３月30日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日）

(１) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

　

(２) 適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

　

(３) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(表示方法の変更)

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）を当事業年度の期首から

適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」145,150千円は、「投資その他の

資産」の「繰延税金資産」715,711千円に含めて表示しております。

(損益計算書関係)

※１ ソフトウエア開発売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

8,806千円 25,880千円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

給料及び手当 460,583千円 440,316千円

役員報酬 178,200千円 120,120千円

賞与引当金繰入額 47,271千円 40,597千円

退職給付費用 33,657千円 29,633千円

役員退職金 －千円 14,905千円

役員退職慰労引当金繰入額 18,973千円 11,307千円

法定福利費 80,414千円 77,485千円

減価償却費 10,630千円 8,151千円

賃借料 62,268千円 55,713千円

おおよその割合

　販売費 24.2％ 17.3％

　一般管理費 75.8％ 82.7％

※３ ゴルフ会員権評価損

前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

ゴルフ会員権評価損には、預託金に係る貸倒引当金繰入額900千円が含まれております。

当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

ゴルフ会員権評価損には、預託金に係る貸倒引当金繰入額25千円が含まれております。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類
当事業年度期首株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

普通株式 13,865,992 － － 13,865,992

　

２ 自己株式に関する事項

株式の種類
当事業年度期首株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

普通株式 1,733,726 － － 1,733,726

　
３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2017年６月23日
定時株主総会

普通株式 242,645 20.00 2017年３月31日 2017年６月26日

　

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議） 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2018年６月22日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 242,645 20.00 2018年３月31日 2018年６月25日

　

当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類
当事業年度期首株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

普通株式 13,865,992 － － 13,865,992

　

２ 自己株式に関する事項

株式の種類
当事業年度期首株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

普通株式 1,733,726 4 － 1,733,730

(変動事由の概要)

　単元未満株式の買取りによる増加 4株

３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2018年６月22日
定時株主総会

普通株式 242,645 20.00 2018年３月31日 2018年６月25日

　

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議） 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2019年６月21日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 303,306 25.00 2019年３月31日 2019年６月24日

　

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

現金及び預金勘定 6,821,111千円 7,499,933千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △10,165千円 △10,165千円

現金及び現金同等物 6,810,945千円 7,489,767千円
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(リース取引関係)

　 ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転ファイナンス・リース取引

　① リース資産の内容

　 無形固定資産

　 ソフトウェアであります。

　② リース資産の減価償却の方法

　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(金融商品関係)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については預金等に限定し、資金調達については自己資金で賄っており、外部からの調達は行

っておりません。また、デリバティブ取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては取引先別に期日管理

及び残高管理を行っております。

② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

有価証券については当社内規「資金運用基準」に基づいて、安全性の高い金融商品での運用を原則としており

ますので、信用リスクは僅少であります。

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当

該リスクにつきましては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘

案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

営業債務である買掛金は、そのほとんどが一ヶ月以内の支払期日であります。当社は各部署からの報告に基づ

き経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理しております。

(3) 信用リスクの集中

当期の貸借対照表日現在における営業債権のうち、26.9％が特定の大口顧客に対するものであります。

２ 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め

て困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照ください。）。

前事業年度（2018年３月31日）

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

(１) 現金及び預金 6,821,111 6,821,111 －

(２) 売掛金 1,862,639 1,862,639 －

(３) 投資有価証券

　その他有価証券 201,247 201,247 －

資産計 8,884,997 8,884,997 －

(１) 買掛金 604,784 604,784 －

負債計 604,784 604,784 －
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当事業年度（2019年３月31日）

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

(１) 現金及び預金 7,499,933 7,499,933 －

(２) 売掛金 1,773,866 1,773,866 －

(３) 投資有価証券

　その他有価証券 200,847 200,847 －

資産計 9,474,648 9,474,648 －

(１) 買掛金 652,169 652,169 －

負債計 652,169 652,169 －

　
(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(１) 現金及び預金、並びに(２) 売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

(３) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、その他は取引金融機関から提示された価格によっ

ております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
　

負 債

(１) 買掛金

買掛金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

　

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）

区分 2018年３月31日 2019年３月31日

非上場株式 5,143 1,680

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（３）投資有

価証券 その他有価証券」には含めておりません。

　

(注３) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
　

前事業年度（2018年３月31日）
（単位：千円）

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 6,821,111 － － －

売掛金 1,862,639 － － －

合計 8,683,750 － － －

　
当事業年度（2019年３月31日）

（単位：千円）

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 7,499,933 － － －

売掛金 1,773,866 － － －

合計 9,273,800 － － －
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(有価証券関係)

　 その他有価証券

（単位：千円）

区分 種類

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

貸借対照表日
における
貸借対照表
計上額

取得原価 差額

貸借対照表日
における
貸借対照表
計上額

取得原価 差額

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の

株式 201,247 73,384 127,862 200,847 73,384 127,463

債券 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 201,247 73,384 127,862 200,847 73,384 127,463

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

株式 － － － － － －

債券 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 201,247 73,384 127,862 200,847 73,384 127,463

（注）非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額は5,143千円、当事業年度の貸借対照表計上額は1,680千円）につ

いては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証

券」に含めておりません。
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(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

　当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。また、当社

はポイント制を採用しており、計算の基礎に予想昇給率を組み入れておりません。

２ 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：千円）

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

退職給付債務の期首残高 1,847,019 1,922,462

勤務費用 150,311 151,310

利息費用 17,804 18,399

数理計算上の差異の発生額 △5,756 4,662

退職給付の支払額 △86,915 △42,782

その他 － △8,741

退職給付債務の期末残高 1,922,462 2,045,312

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（単位：千円）

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

退職一時金制度の退職給付債務 1,922,462 2,045,312

未認識数理計算上の差異 △148,786 △132,731

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,773,676 1,912,580

退職給付引当金 1,773,676 1,912,580

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,773,676 1,912,580

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：千円）

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

勤務費用 150,311 151,310

利息費用 17,804 18,399

数理計算上の差異の費用処理額 21,832 20,717

確定給付制度に係る退職給付費用 189,948 190,427

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

割引率 1.0％ 1.0％
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

繰延税金資産

　退職給付引当金 542,744千円 585,249千円

　賞与引当金 105,277千円 103,208千円

　未払法定福利費 15,610千円 15,500千円

　減価償却費 880千円 610千円

　未払事業税 14,487千円 14,984千円

　ゴルフ会員権 12,399千円 12,631千円

　役員退職慰労引当金 58,140千円 16,678千円

　その他 20,768千円 39,825千円

繰延税金資産小計 770,308千円 788,688千円

評価性引当額 △15,472千円 △15,547千円

繰延税金資産合計 754,836千円 773,140千円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △39,125千円 △39,003千円

繰延税金負債合計 △39,125千円 △39,003千円

繰延税金資産純額 715,711千円 734,136千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度
(2018年３月31日)

当事業年度
(2019年３月31日)

法定実効税率 －％ 30.6％

（調整）

　交際費等永久に損金に算入されない項目 －％ 0.9％

　住民税均等割 －％ 0.2％

　過年度法人税等 －％ 5.6％

　その他 －％ △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 －％ 37.3％

　（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５

以下であるため注記を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社はソフトウェア開発を主たる業務とする一方で、情報システムサービス等の業務を行っております。

したがって、当社では、「ソフトウェア開発」と「情報システムサービス等」の２つを事業セグメントと識別し

たうえで、重要性を考慮し、「ソフトウェア開発」のみを報告セグメントとしております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　 当社の報告セグメントは「ソフトウェア開発」のみであるため、記載を省略しております。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　 当社の報告セグメントは「ソフトウェア開発」のみであるため、記載を省略しております。

４ 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　 当社の報告セグメントは「ソフトウェア開発」のみであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

１ 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社野村総合研究所 2,740,430 ソフトウェア開発

ＳＣＳＫ株式会社 1,346,794 ソフトウェア開発
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当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

１ 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社野村総合研究所 3,505,732 ソフトウェア開発

ＳＣＳＫ株式会社 1,425,298 ソフトウェア開発

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり純資産額 529円82銭 563円48銭

１株当たり当期純利益 50円32銭 53円68銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当期純利益(千円) 610,503 651,286

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 610,503 651,286

普通株式の期中平均株式数(株) 12,132,266 12,132,264
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(重要な後発事象)

当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入

当社は2019年５月23日開催の臨時取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役（社外取締

役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」という。）

を導入することを決議いたしました。また、同取締役会において2019年６月21日開催の第48回定時株主総会に

おいて、本制度に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。

１ 本制度の導入目的

本制度は、対象取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上

への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、株式保有を通じた株主の皆様との価値共有の促

進や当社の企業価値の持続的な向上に向けた長期インセンティブ又は中期事業計画に代表される当社の中期

的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブとして、譲渡制限期間の異なる二種類の譲渡制限付株

式を割り当てる報酬制度として導入するものです。

２ 本制度の概要

(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み

当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として年額40百

万円以内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付す

ることにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日におけ

る東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近

取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない

範囲で当社取締役会において決定します。

また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記（３）に定め

る内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。

(2) 譲渡制限付株式の総数

対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数80,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡

制限付株式の数の上限とします。

ただし、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた

場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲

渡制限付株式の総数を合理的に調整することができます。

(3) 譲渡制限付株式割当契約の内容

譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける

対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、それぞれ以下の内容を含むものとします。

① 譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、以下に定める期間（以下、「譲渡制限期間」とい

う。）、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）につき、

第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をするこ

とができません（以下、「譲渡制限」という。）。

ⅰ．譲渡制限付株式Ⅰ型：20年間から30年間までの間で当社取締役会が定める期間

ⅱ．譲渡制限付株式Ⅱ型：３年間から５年間までの間で当社取締役会が定める期間

② 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来す

る当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び理事のいずれの地位からも退

任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得

します。

また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事

由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得し

ます。
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③ 譲渡制限の解除

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来す

る当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は理事のいずれかの地位にあ

ったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解

除します。

ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に

当社の取締役、執行役員及び理事のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当

株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。

④ 組織再編等における取扱い

当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約

又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関し

て当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、当社

取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理

的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。

この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が

解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

　建物 68,377 1,536 － 69,913 50,705 2,826 19,208

　工具、器具及び備品 52,177 2,474 7,146 47,505 39,688 4,673 7,817

　有形固定資産計 120,555 4,010 7,146 117,419 90,394 7,499 27,025

無形固定資産

　ソフトウエア 19,170 － － 19,170 13,188 4,111 5,981

　電話加入権 188 － － 188 － － 188

　無形固定資産計 19,358 － － 19,358 13,188 4,111 6,170

長期前払費用 918 189 1,012 95 － － 95

（注）当期増加額、減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　建物 増加 本社事務所内の内装工事等 1,536千円

　工具、器具及び備品 増加 パソコン等事務機器の取得 1,980千円

　工具、器具及び備品 減少 パソコン等事務機器の償却及び除却 7,146千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 11,234 5,343 － 5,584 10,993

賞与引当金 344,042 337,281 344,042 － 337,281

受注損失引当金 14,120 40,000 14,120 － 40,000

役員退職慰労引当金 190,002 27,876 161,711 1,663 54,503

(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２ 役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、役員退職慰労金不支給による戻入額でありま

す。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末におけ

る負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 218

預金

　普通預金 7,489,020

　定期預金 10,165

　別段預金 528

計 7,499,714

合計 7,499,933

② 売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社野村総合研究所 476,970

日本電気株式会社 167,767

ＳＣＳＫ株式会社 124,424

三井住友海上火災保険株式会社 86,055

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 84,288

その他 834,360

合計 1,773,866

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(％) 滞留期間(日)

(A) (B) (C) (D)

(C)
─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────

２
──────

(B)
─────

365

1,862,639 13,826,286 13,915,059 1,773,866 88.7 48.0

③ 仕掛品

区分 金額(千円)

受注ソフトウエア原価 4,301

合計 4,301

④ 繰延税金資産

繰延税金資産は734,136千円であり、その内容については「１ 財務諸表等 注記事項（税効果会計関係）」

に記載しております。
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⑤ 買掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社イー・ビジネス 34,774

シオステクノロジー株式会社 26,386

インガルス株式会社 21,929

株式会社日本情報システムサービス 20,277

日本海隆株式会社 17,269

その他 531,533

合計 652,169

⑥ 退職給付引当金

区分 金額（千円）

退職給付債務 2,045,312

未認識数理計算上の差異 △132,731

合計 1,912,580

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (千円) 2,944,339 6,187,647 9,366,836 12,802,805

税引前四半期(当期)純利益 (千円) 179,757 464,588 712,179 1,038,160

四半期(当期)純利益 (千円) 123,113 256,138 424,869 651,286

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 10.15 21.11 35.02 53.68

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益 (円) 10.15 10.96 13.91 18.66
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

　 取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

　 株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

　 取次所 ―

　 買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない
事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載ＵＲＬ https://www.tss.co.jp/

株主に対する特典
毎年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された２単元（200株）以上保有の株
主に対し、一律ＱＵＯカード（クオカード）1,000円分を贈呈する。

(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使で

きません。

　(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　(3) 株主の有する株式数に応じて募集株主の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第47期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) 2018年６月25日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2018年６月25日関東財務局長に提出。

(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第48期第１四半期(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) 2018年８月６日関東財務局長に提出。

第48期第２四半期(自 2018年７月１日 至 2018年９月30日) 2018年11月14日関東財務局長に提出。

第48期第３四半期(自 2018年10月１日 至 2018年12月31日) 2019年２月６日関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づ

く臨時報告書

2018年６月26日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

2018年７月31日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

2018年11月８日関東財務局長に提出。

(5) 自己株券買付状況報告書

2019年６月７日関東財務局長に提出。

決算短信（宝印刷） 2019年06月24日 09時56分 59ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 56 ―

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2019年６月21日

株式会社東邦システムサイエンス

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 新 居 伸 浩 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 井 澤 依 子 ㊞

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社東邦システムサイエンスの2018年４月１日から2019年３月31日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及

び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社東邦システムサイエンスの2019年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社東邦システムサイエ

ンスの2019年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、株式会社東邦システムサイエンスが2019年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２ ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年６月24日

【会社名】 株式会社東邦システムサイエンス

【英訳名】 TOHO SYSTEM SCIENCE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小坂 友康

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目12番14号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長小坂友康は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会

の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する

実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を

整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止

又は発見することができない可能性があります。

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年３月31日を基準日として行われており、評価に

当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、当社の財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を実施した上

で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。

当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を

及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有

効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定い

たしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全

社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、事業拠点が単一であるため企業の事業目的に大きく関わる勘

定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記

載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている

事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加

しております。

３ 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし

た。

４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年６月24日

【会社名】 株式会社東邦システムサイエンス

【英訳名】 TOHO SYSTEM SCIENCE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小坂 友康

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目12番14号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長小坂友康は、当社の第48期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)の有価証券報告書の記

載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2019年06月24日 09時56分 66ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）




